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バイオスティミュラントの表示等に係るガイドラインの策定 
弁護士 宮城 栄司 
弁護士 井柳 春菜 

1. はじめに 

農林水産省が令和 3 年 5 月に策定した食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現
する「みどりの食料システム戦略」1は、我が国の食料・農林水産業が抱える様々な政策課題に対応し、食料・農林
水産業の生産力の向上と持続性の両立をイノベーションにより実現することを目的としている。同戦略が定める
14の KPIの中には、2050年までに化学農薬の使用量を 50％低減させること（リスク換算）が含まれており、「バ
イオスティミュラント（植物のストレス耐性等を高める技術）を活用した革新的作物保護技術の開発」がそのため
の具体的な取組の一つとして挙げられている。 
バイオスティミュラント（Bio Stimulants。以下「BS」という。）とは、近年国内外において注目されている、

農業の効率化を促進するための新しい農業資材であり、今後さらに技術開発が進められ普及することが見込まれる。
もっとも、BS は従来の農薬、肥料、⼟壌改良資材とは異なる新たなカテゴリーの資材であり、その意義や定義が
明確でないうえ、その使用、表示、情報提供及び安全性などに関するルールが示されていなかった。これらの課題
を踏まえて、農林水産省は、令和 7年 5月 30日、使用者が効果のある BSを安心して選択・使用できる環境を整
えるため、BS の効果や使用に係る表示に関する事項を中心に、事業者が BS を取り扱うに当たって特に留意すべ
き事項を示すことで、事業者による自主的な取組を促すとともに、使用者による目的に合った製品の選択や適切な
使用に資することを目的とした「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」（以下「本ガイドライン」
という。）を策定した 2。本稿では、BSと既存の法規制の関係にも注視しながら、本ガイドラインを概観する。 

 

2. ガイドラインの概要 

1. 定義 

本ガイドラインにおいて「バイオスティミュラント」は、以下のとおり定義されている（本ガイドライン 2.）3。 
① 農作物又は土壌に施すことで農作物やその周りの土壌が元々持つ機能を補助する資材であって、 
② バイオスティミュラント自体が持つ栄養成分とは関係なく、 

A) 土壌中の栄養成分の吸収性 
B) 農作物による栄養成分の取込・利用効率 
C) 乾燥・高温・塩害等の非生物的ストレスに対する耐性 

 
1 農林水産省「みどりの食料システム戦略～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～」（令和 3年 5月） 
2 農林水産省「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」（令和７年５月 30日付け７消安第 1353号消費・安全局長通知） 
3 農林水産省消費・安全局農産安全管理課「『バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン』に関するＱ＆Ａ」（令和７年５月）
（以下「本Ｑ＆Ａ」という。）によれば、天然に存在しない合成物であっても、本ガイドラインにおける BS の定義に該当する場合は、
BSの原材料として、本ガイドラインの対象となることが示されている（本Ｑ＆Ａ1）。 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-10.pdf
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/attach/pdf/250530-1.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/attach/pdf/biostimulant-29.pdf


 

- 2 - 

 

Ⓒ 2025 Nagashima Ohno & Tsunematsu 
 

を改善するものであり 
③ 結果として農作物の品質又は収量が向上するもの 

BSについては様々な分類方法があるが、資材の起源別では、①腐植質、有機酸資材（腐植酸・フルボ酸）、②海
藻・海藻抽出物、多糖類、③アミノ酸・ペプチド資材、④微量ミネラル、ビタミン、⑤微生物資材（トリコデルマ
菌、菌根菌、酵母、枯草菌、根粒菌等）、⑥その他（動植物由来機能性成分、微生物代謝物、微生物活性化資材な
ど）に分類される 4。 

 

2. BSと既存の法規制 

(1) 農業資材に関連する既存の法規制 
BS は新しい農業資材であり、基本的には、既存の法規制は及ばないと考えられるが、農業資材のうち、農薬、

肥料、土壌改良資材についてはそれぞれ、農薬取締法、肥料の品質の確保等に関する法律（以下「肥料法」という。）
及び地力増進法により規制されている。 

 
 法 定義 主な規制内容 例 

農
薬 

農
薬
取
締
法 

農作物等を害する病害⾍
の防除に⽤いられる殺菌
剤、殺⾍剤、除草剤その他
の薬剤及び農作物等の⽣
理機能の増進⼜は抑制に
⽤いられる成⻑促進剤、発
芽抑制剤その他の薬剤（肥
料を除く）（第 2条第 1項） 

農薬の製造等に関する規制 
 農薬の登録制度（第 3条） 

農薬の販売に関する規制 
 農薬取締法に定める事項の表示（第 16条） 
 販売所に関する届出（第 17条） 

農薬の使用に関する規制 
 農薬取締法に適合しない農薬の使用禁止（第 24
条） 

 法令で定める農薬の使用基準の遵守（第 25条） 

 殺⾍剤 
 殺菌剤 
 除草剤 
 植物成⻑調整
剤 5 

肥
料 

肥
料
法 

植物の栄養に供すること
⼜は植物の栽培に資する
ため⼟壌に化学的変化を
もたらすことを⽬的とし
て⼟地に施される物及び
植物の栄養に供すること
を⽬的として植物に施さ
れる物（第 2条第 1項） 

肥料の生産等に関する規制 
 登録・届出制度（第 4条、第 16条の 2、第 22
条） 

 生産業者保証票等の製品添付（第 17条） 
肥料の販売に関する規制 
 販売業者保証票の製品添付（第 18条） 
 販売業務についての届出（第 23条） 
 虚偽の宣伝等の禁止（第 26条） 

 化学肥料 
 ⽯灰質肥料 
 汚泥肥料 

土
壌
改
良
資
材 

地
力
増
進
法 

植物の栽培に資するため
⼟壌の性質に変化をもた
らすことを⽬的として⼟
地に施される物（第 11条
第 1項） 

地力増進法に定められた基準に従った表示（原料・用
途・施用方法など）（第 11条） 
※地力増進法施行令に規定された12の土壌改良資材
に限る 

 泥炭 
 バークたい肥 
 VA菌根菌資材 
 腐植酸質資材 

 

(2) BSと農薬、肥料及び土壌改良資材の区別 
BSと農薬は、農薬が害虫、病気、雑草などの「生物的ストレス」を対象とするのに対し、BSは乾燥、高温、塩

害などの「非生物的ストレス」を対象とする点で区別される。 
 

4 日本バイオスティミュラント協議会Webサイト「バイオスティミュラントの定義と意義」参照 
5 本Ｑ＆Ａによれば、「植物成長調整剤を施用することにより生理機能が増進又は抑制された結果として、バイオスティミュラントに期
待されるような非生物的ストレスに対する耐性や栄養成分の利用効率の改善などの効果を発現することも考えられますが、それはバイ
オスティミュラントではなく、植物成長調整剤の効果と捉えるべき」と示されている（本Ｑ＆Ａ2）ことから、植物成長調整剤について
は、農薬に該当する場合は、農薬取締法に従って取り扱う必要がある。 

https://www.japanbsa.com/biostimulant/definition_and_significance.html
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また、BSと肥料とは、肥料がそれ自体の持つ栄養成分により効能を発揮するのに対し、BSは、定義上「バイオ
スティミュラント自体が持つ栄養成分とは関係なく」とあることからも、それ自体が持つ栄養成分が直接的には作
用しないものも含まれる点で異なると考えられる。 

BS と土壌改良資材については、土壌改良資材が土壌の物理的性質、化学的性質又は生物的性質に変化をもたら
して、農業生産に役立たせる資材であるのに対し、BS は施すことで農作物やその周りの土壌が元々持つ機能を補
助する資材である点で異なる。 

 
もっとも、BS の中には、法令上の農薬、肥料又は土壌改良資材に該当する場合も考えられ、そのような資材を

扱う事業者は、農薬、肥料又は土壌改良資材として適用される法律を遵守した上で BSとして本ガイドラインに沿
った対応を行う必要がある。事業者が BSとして扱う資材が農薬、肥料又は土壌改良資材に（も）該当し得る場合
としては、以下の場合が考えられる 6。 

 
① 農薬、肥料又は土壌改良資材としての効能効果を標榜している場合 
② 含有成分又は使用方法からみて農薬、肥料又は土壌改良資材に該当し得る場合 

 
①について、本ガイドラインは、農薬に関して「病害虫や雑草の防除や農作物等の生理機能の増進・抑制といっ

た農薬と誤認されるような効果の表示はしないこと」、肥料に関して「『植物の栄養となる』、『土壌に化学的変化を
生じさせる』といった肥料と誤認されるような効果の表示はしないこと」を留意事項として挙げている（本ガイド
ライン 3.(1)）。 
また、②については、「農薬登録のある有効成分が含まれるバイオスティミュラント製品が、登録農薬と同程度

以上の濃度で農作物等の栽培・管理のために使用された場合、農薬としての効果が発現するため、当該資材は登録
を受けていない農薬に該当する可能性がある」との指摘がされている（本ガイドライン脚注 2）。 
 

3. 本ガイドラインに規定する具体的なルール 

本ガイドラインは、事業者が BSを取り扱うに当たって特に留意すべき事項を示すことで、事業者による自主的
な取組を促すことを目的としている。以下、BS の表示等に関して、本ガイドラインに規定されたルールの概要を
記載する。 

 
(1) 効果・使用に係る表示 
① 効果 7の表示等（本ガイドライン 3.(1)） 
 BS製品の容器、包装、チラシ、ウェブページなどにおいて、BSとしての効果を表示すること 

 詳しい情報が必要な者（生産現場で営農指導を行う者など）向けに、その求めに応じ栽培試験や原材料

などの情報を提供すること 
なお、景品表示法における不当表示 8や上記 2.(2)記載のとおり農薬又は肥料と誤認されるような効果の表

示は行わないよう留意する必要がある。 

② 使用に係る表示（本ガイドライン 3.(2)） 
 BS 製品について、効果が期待される標準的な使用方法（対象作物、使用量又は使用濃度、使用時期、

使用回数など）や使用上注意すべき事項（効果が出ない条件など）を使用者に示すこと 
 

6 農林水産省「無登録農薬であると疑われる資材に係る製造者、販売者等への指導について」（平成 19 年 11 月 22 日付け 19 消安第
10394号農林水産省消費・安全局長通知）参照 
7 BS の「効果」について、本Ｑ＆Ａによれば、直接的な効果は、本ガイドラインの定義に記載している「土壌中の栄養成分の吸収性、
農作物による栄養成分の取込・利用効率及び乾燥・高温・塩害等の非生物的ストレスに対する耐性」の改善がなされることであるが、
それに加えて、その結果としての農作物の品質又は収量の向上も含むことが示されている（本Ｑ＆Ａ3）。 
8 BSの効果について、実際のものよりも著しく優良であると示すもの又は事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著し
く優良であると示すものであって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めら
れる表示（景品表示法第 5条第 1号、優良誤認表示の禁止）である。 

https://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000821.html
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③ 根拠情報の確認（本ガイドライン 3.(3)） 
また、BS製品の効果や使用に係る表示を行うに当たり、事業者は以下を確認することが求められる。 

 BS製品の効果や使用に係る表示について根拠となる情報（試験によって得られた結果や査読付きの学

術文献等による情報） 

 以下の内容を満たす栽培試験が実施されていること 
 BSとしての効果を持つ原材料・成分を施用する施用区と、当該原材料・成分を施用しない対照

区を設定し、当該原材料・成分の有無以外の条件（例：施用する肥料成分量）をそろえる 
 各試験区について３連以上の反復をもって行う 
 表示しようとする効果に合わせて、収量、生体重、栄養成分の吸収量など定量的な指標を用い

て評価を行う 
 試験結果を示す供試作物の写真を撮影する 
 標準的な使用方法を考慮しつつ、国内（又は、気候や土壌等が類似する環境）において、品目、

気候、土壌などの条件を１つ以上変えて、２例以上行う 

関連情報として、以下の情報を確認することも求められる。 

 原材料の名称・含有割合 

 BSを施用した際に非生物的ストレスに対して植物体内で起こる反応 9 

 主な成分の名称・含有割合 10 

なお、確認した情報は、必要な際に参照できるように保存することも併せて求められている。 
 

(2) 安全性の確認（本ガイドライン 4.） 

 （販売前）原材料の性質、使用実績等を踏まえつつ、製品を使用した農作物、ヒト等への安全性をあら

かじめ確認すること 
農作物の安全性  上記(1)③に記載する栽培試験において、有害影響が出ていないことを確認

する。 
ヒトへの安全性 以下のいずれかにより確認する。 

 当該資材を使用した農作物の食経験がある 
 原材料・成分等についての文献検索の結果により安全性が評価できる 
 製品を用いた安全性試験 11の結果、有害性が示されない 

 （販売後）成分分析などにより、定期的に製品の安全性が保たれていることを確認し、必要に応じて改

善すること 

なお、確認した情報は、必要な際に参照できるように保存することも併せて求められている。 
 

 
9 本Ｑ＆Ａによれば、BSを施用した結果、植物体内で起こる特定の遺伝子の発現量や特定の物質の定量的な変化等の生化学的な反応の
ほか、視覚的に観察できる植物の変化が例として挙げられている。なお、必ずしも作用機序全体を解明することを指しているわけでは
ないとのことである（本Ｑ＆Ａ4）。 
10 本ガイドラインによれば、BS 製品の主な成分の含有割合を分析するときは、①品質のばらつきを把握するため、３ロット以上分析
すること、②原材料の入手先が複数ある、天然物が原材料であるなど、品質がばらつく要因がある場合は、それらを考慮して分析点数
や対象試料などを決めること、③分析に際して、肥料等試験法など参考となる公定法がある場合は、対象の類似性などを考慮しつつ、
当該方法により実施することが求められている（本ガイドライン 3.(3)）。 
11 本Ｑ＆Ａによれば、安全性試験を実施する場合、販売等を行う製品の原材料や使用方法等を考慮して、農薬登録において必要となる
試験のうち、毒性に関する試験（急性毒性、短期毒性、長期毒性、遺伝毒性、発がん性、生殖毒性、神経毒性に係る試験等の中から必要
なもの）を実施することが適切であるとされている（本Ｑ＆Ａ5）。もっとも、様々な種類の BS 製品がある中で、具体的な試験方法に
ついて判断が難しい場合は、農林水産省に相談することが望ましい。 
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(3) 情報収集と活用（本ガイドライン 5.） 

 最新の科学的知見を収集し当該知見を踏まえ、必要に応じて製品の品質や表示等を改善すること 

 使用者等からの問合せの受付に係る体制の整備に努め、求められた場合は、収集した科学的知見等に基

づき、必要な情報を提供すること 
 

3. おわりに 

事業者としては、使用者が栽培作物や栽培環境等に応じて効果のある BSを安心して選択・使用できるよう、農
業資材等に係る関連法令にも留意しつつ、本ガイドラインに沿った適切な表示等を行うことが期待される。脱炭素
化、化学農薬・化学肥料の低減等の環境負荷軽減や持続的な食料システムの構築など、国内外における SDGsや環
境に対する関心の高まりを受け、BSは、今後世界規模で市場が拡大していくことが見込まれるところであり、BS
の市場拡大に応じて本ガイドラインの改定もあり得るため、状況を注視しておく必要があろう。 
 

2025年 6月 25日 
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講師。 
 
井柳 春菜（弁護士） 
haruna_iyanagi@noandt.com 
ファイナンス、バンキング、不動産取引等の分野を中心に取り組んでおり、消費者法・製品安全
等企業法務全般に関するアドバイスも提供している。 
2022年慶應義塾大学法学部卒業。2023年弁護士登録（第一東京弁護士会）、長島・大野・常松
法律事務所入所。 

  

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アド
バイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般
的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題について
は、必ず弁護士にご相談ください。 
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 www.noandt.com 
 
〒100-7036 東京都千代田区丸の内二丁目 7番 2号 ＪＰタワー 
Tel: 03-6889-7000（代表）  Fax: 03-6889-8000（代表）  Email: info@noandt.com 
 

長島・大野・常松法律事務所は、600名以上の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所であ
り、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ、ジャカルタ*及び上
海に拠点を構えています。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで
提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。 
（*提携事務所） 

NO&T Food System and Nature Law Update ～農林水産・食品ビジネス法務ニュースレター～の配信登録を希望される場合に
は、<https://www.noandt.com/newsletters/nl_foodsystem_nature/>よりお申込みください。本ニュースレターに関するお
問い合わせ等につきましては、<nl-foodsystem_nature@noandt.com>までご連絡ください。なお、配信先としてご登録いただ
きましたメールアドレスには、長島・大野・常松法律事務所からその他のご案内もお送りする場合がございますので予めご了承い
ただけますようお願いいたします。 
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